
 

みなさんで回覧してください。 

              

 いわき市からの 

お知らせ 
令和５年台風第13号による被災者支援パンフレットについて 

 市では、令和５年台風第13号により被災した皆様の生活再建を支援するため、各種制度の概要をとりまとめ

たパンフレットを作成しましたので、皆様の生活再建のための一助としていただければ幸いです。 

パンフレットは、市役所本庁舎（１階 生活再建市民総合案内窓口）や各支所の窓口で配布しているほか、

市公式ホームページにも掲載しています。 

１ 主な支援策について 

 ⑴ り災証明書、被災証明書に関すること 

 ⑵ 税の減免・徴収猶予等に関すること 

 ⑶ 被災者生活再建支援金、被災救助費等の給付に関すること 

 ⑷ 子育て・教育に関すること 

 ⑸ 賃貸型応急住宅や応急修理制度など住宅に関すること 

 ⑹ 市民生活の支援に関すること 

 ⑺ 制度資金など事業者支援に関すること 

 ⑻ その他、各種相談窓口に関すること 

２ 留意していただきたい事項 

⑴ パンフレットの内容は、新たな制度が決まり次第、更新しますので、市公式ホームページなどで最新の

情報を確認してください。 

 ⑵ 支援策の活用に当たっては、市が住家の被害状況を調査し、その程度を証明する「り災証明書」が必要

となる場合があります。まだ申請されていない方は、早めの申請をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

回 覧 

わたくしたち いわき市民は 

１ 元気で働き、豊かなまちをつくりましょう。 

１ 互いに助け合い、明るいまちをつくりましょう。 

１ きまりを守り、住みよいまちをつくりましょう。 

１ 教養を高め、文化のまちをつくりましょう。 

１ 自然を愛し、緑のまちをつくりましょう。 
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パンフレットはこちら 



（参考）パンフレットに記載している主な支援制度 

支援の種類 支援の内容（詳細は、パンフレットで確認してください。） 問い合わせ先 

り災証明書 被害を受けた住家について、確認・調査のうえ、証明書を発

行します。 

専用ダイヤル 

３８－９１０４ 

被災証明書 被害を受けた非住家、建物以外（家財、車両等）の被害につ

いて、証明書を発行します。 

財政部市民税課 

２２－７４２６、７４２７ 

市被災救助費救助金 住家が全壊、半壊（大規模半壊、中規模半壊を含む）または

床上浸水した場合に、救助金を支給します。 

※ り災証明書が必要です。 

保健福祉部保健福祉課 

２２－７６１２ 

被災者生活再建支援制度 住家が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に

対し、支援金を支給します。 

※ り災証明書が必要です。 

保健福祉部保健福祉課 

２２－７４５１ 

学用品の支給 

被災した教科書の再給与 

住家が床上浸水等により被害を受けた児童生徒に対し、学用

品の支給や滅失した教科書を再給与します。 

各学校からの案内をお待ち

ください。 

災害救助法に基づく住宅

の応急修理制度 

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊と判定された

住家を、市が業者に依頼して一定の範囲内で応急修理します

（損壊の程度に応じて上限があります。）。 

※ 対象要件について、事前にお問い合わせください。 

※ り災証明書が必要です。 

都市建設部建築指導課 

２２－７５１６ 

賃貸型応急住宅制度 

（民間賃貸住宅の供与） 

住家が全壊、または半壊（大規模半壊、中規模半壊を含む。）

であって、住み続けることが困難な程度の傷み等がある場合

等に、民間賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。 

入居期間は、原則１年以内となります。 

※ り災証明書が必要です。 

住宅プロジェクトチーム 

３８－３８３６ 

災害廃棄物運搬車両、 

床下乾燥用の送風機、 

高圧洗浄機、 

排水用ポンプ等の貸出 

災害廃棄物運搬車両や各種資機材の貸出を行っています。 

区分 受付・貸出場所 

運搬用車両 勿来支所、内郷支所、立町集会所、上代集会所 

排水用ポンプ 立町集会所、上代集会所 

送風機 保健所、勿来・田人保健福祉センター、 

立町集会所、上代集会所 高圧洗浄機 

※貸出方法がそれぞれ異なりますので、詳しい内容について

は,問い合わせ先までお願いします。 

災害廃棄物運搬車両及び 

排水用ポンプ 

⇒ ごみ減量推進課 

２２－７５５９ 

床下乾燥用の送風機及び 

高圧洗浄機 

⇒ 保健所生活衛生課 

  ２７－８５９１ 

このほかにも支援制度がありますので、パンフレットで確認してください。 

   ＜問い合わせ先＞ 

被災者総合相談窓口（市役所本庁舎 1階） 

電話 0246-22-1282 

受付 平日 午前８時 30分～午後５時 15分 


